
i民i
i事i
=判i
例i
三研i
i究 Z

E 民 E
E事 E
Z 法 Z
E 研 E
一一一
三%童

三会 Z

E星 E
Z野 E

雲 盛恒三
重草豆童

を出父自れ 明て五にと令の書管にぴしを成ら母 Xl書確しこに及確言
提生、治て X1書、年養い」氏及す則地発 Z すがでら類認てと記ぴ定三
出届 X2体 日 ら を X1ー育うを名びるつ域行らる出あがをし確及載 A の三
し (を Y 本は発を二を Y 出のそこたのすの責生る Z精、定びさ B 申三
た以母にに、行父月開 し記のと出登る 父 任 す こ ら 査 本 す A れ 夫 立 三
が 下と対帰平し 、 三 始 X1た録他を生記こ母をるとのし件る B た妻て言

、記し国成た X2ーしら(にの命証官とと有病を血た代こ夫事がを霊
Y;:載 、し一。を日、円以つ記ず明にをすす院確縁後理と妻項親し三
は 22し Z 、六 母付ネ 下い録る書、命 る る 及 認 上 ・ 、 出 を が を 子 、 三zた ら 同 年 主けパ Z 「てに内を法 じ 出 関 び す 及 同 産 望 Z 真関同三
XI E嫡に月一 言己でダら本の対容受律、生係出るひ年契んら実係裁言
ら這出つ、月 載 、州の件取すの理に関証機生と法ー約でをと壁判言
に伊子い相、 し Z は出米決る「し準係明関証と律ーをい X1認疋所三
対 uとて手 Z たら、手固め申出、拠す書3に明も上百合るらめ丙は三

LFし 、方 ら 出に平俊裁及立生記しるを、書にのーむこのて申、三

同iZ 21罪主 量己望号刊 g 合高祭主製番号左 i 妻 R 震 ZZ 足量 ~l I 

代
理
出
産
契
約
に
基
づ
き
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係

最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
平
成
一
九
年
三
月
二
三
日
決
定
(
平
成
一
八
年
伺
第
四
七
号
市
町
村
長
の
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
て
却
下
審
判
に

対
す
る
抗
告
審
の
変
更
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件
、
民
集
六
一
巻
二
号
六
一
九
貰
)

第
一
審
・
東
京
家
裁
平
成
一
七
年
一
一
月
三

O
日
審
判
、
平
成
一
七
年
闘
第
八
四
四
号

第
二
審
・
東
京
高
裁
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
決
定
、
平
成
一
八
年
例
第
二
七
号

近
時
の
人
工
生
殖
技
術
の
発
展
に
よ

り
、
従
来
技
術
の
下
で
は
あ
ま
り
議
論
と

な
ら
な
か
っ
た
母
子
関
係
の
認
定
に
つ
い

て
、
法
律
上
の
取
り
扱
い
を
改
め
て
明
確

に
す
べ
き
事
態
が
招
来
し
て
い
る
。
本
件

は
、
代
理
出
産
契
約
に
よ
り
米
国
で
出
生

し
た
子
と
依
頼
者
で
あ
る
日
本
人
夫
婦
の

聞
に
お
け
る
、
米
国
の
裁
判
所
に
よ
っ
て

成
立
が
認
定
さ
れ
た
親
子
関
係
に
つ
い

て
、
日
本
に
お
い
て
同
夫
婦
が
自
己
の
嫡

出
子
と
し
て
出
生
届
を
提
出
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
代
表
的
な
事

例
で
あ
る
。

事

実》

申
立
人
X
及
び
X
は
、
平
成
六
年
に
婚
姻

し
た
日
本
人
夫
婦
で
あ
る
。

X
は
、
平
成
一

二
年
に
子
宮
頚
部
が
ん
の
治
療
の
た
め
子
宮

摘
出
等
の
手
術
を
受
け
た
が
、
こ
の
際
、
将

来
代
理
出
産
の
方
法
に
よ
る
自
己
ら
の
遺
伝

子
を
受
け
継
ぐ
子
を
得
る
可
能
性
も
考
え
、

自
己
の
卵
巣
を
骨
盤
の
外
に
移
し
て
温
存
し

た
。
そ
の
後
、

X
ら
は
、
平
成
一
五
年
に
米

国
ネ
パ
ダ
州
在
住
の
女
性
訴
外
A
に
よ
る
代

理
出
産
を
試
み
る
こ
と
と
な
り
、
同
州
所
在

の
医
療
機
関
に
お
い
て
、

X
の
卵
巣
か
ら
採

取
し
た
卵
子
に
、

X
の
精
子
を
人
工
的
に
受

精
さ
せ
、

A
の
子
宮
に
移
植
し
た
。
同
年
五

月、

X
ら
は
、

A
及
、
び
そ
の
夫
で
あ
る

B
と

の
問
で
、
ネ
パ
ダ
州
法
に
則
り
、

A
は、

X

ら
が
指
定
し
A
が
承
認
し
た
医
師
が
行
う
処

置
を
通
じ
て
、

X
ら
か
ら
提
供
さ
れ
た
受
精

卵
を
A
の
子
宮
内
に
受
け
入
れ
、
受
精
卵
移

植
が
成
功
し
た
際
に
は
出
産
ま
で
子
供
を
妊

娠
す
る
こ
と
、
生
ま
れ
た
子
に
つ
い
て
は
X

ら
が
法
律
上
の
父
母
で
あ
り
、

A

B
夫
妻

は
、
子
に
関
す
る
保
護
権
や
訪
問
権
等
い
か

な
る
法
的
権
利
又
は
責
任
も
有
し
な
い
こ
と

な
ど
を
内
容
と
す
る
有
償
の
代
理
出
産
契
約

(
以
下
「
本
件
代
理
出
産
契
約
」
と
い
う
)

を
締
結
し
た
。

同
年
一
一
月
、

A
は
、
双
子
の
子
で
あ
る

関
係
人
Z
ら
を
出
産
し
た
。

X
ら
は
、
同
月

下
旬
、
ネ
バ
ダ
州
裁
判
所
に
対
し
親
子
関
係
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年
五
月
、

X
に
よ
る
出
産
の
事
実
が
認
め
ら

れ
ず
、

X
ら
と
Z
ら
と
の
聞
に
嫡
出
親
子
関

係
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
本
件
出
生
届

を
受
理
し
な
い
旨
の
処
分
を
し
た
ヲ
」
と
を
通

知
し
た
。

本
件
は
、
以
上
の
事
実
関
係
の
下
で
、

X

ら
が
Y
に
対
し
、
戸
籍
法
一
一
八
条
に
基
づ

き
、
本
件
出
生
届
の
受
理
を
命
ず
る
こ
と
を

申
し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。

第
一
審
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、

X

ら
の
申
立
を
却
下
し
た
。

「
母
子
関
係
に
関
す
る
従
来
の
一
般
的
な

考
え
方
で
あ
る
分
娩
者
リ
母
説
の
根
拠
と
し

て
は
、
:
:
:
母
子
関
係
の
発
生
を
出
産
と
い

う
外
形
的
事
実
に
か
か
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
母
子
聞
の
法
律
関
係
を
客
観
的
な
基
準

に
よ
り
明
確
に
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
、
子
を
約
一

0
か
月
も
の
問
自
己
の
胎
内

に
お
い
て
育
て
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
子
に

対
す
る
母
性
を
育
み
、
そ
の
子
に
対
す
る
愛

情
を
芽
生
え
さ
せ
る
こ
と
も
多
い
ヲ
」
と
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
」
「
ま
た
、
:
:
:
代
理

懐
胎
と
い
う
行
為
や
代
理
懐
胎
(
借
り
腹
〉

の
場
合
に
も
血
縁
上
の
母
と
の
間
に
母
子
関

係
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
つ
き
、
我
が
国

の
・
・
・
・
・
・
社
会
の
受
け
止
め
方
は
多
分
に
消
極

的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
」
ず
、
わ
が
国

が
「
積
極
的
に
血
縁
主
義
に
よ
り
母
子
関
係

の
成
立
を
認
め
て
い
る
と
解
す
べ
き
状
況
に

は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

こ
れ
に
対
し
て
第
二
審
は
、
次
の
よ
う
に

判
示
し
て
、
第
一
審
を
取
り
消
し
、
本
件
出

生
届
を
受
理
す
べ
き
こ
と
を
Y
に
命
じ
た
。

一
「
母
子
関
係
の
成
立
に
関
す
る
わ
が

国
民
法
の
解
釈
論
に
つ
い
て
は
、
当
裁
判
所

も
原
審
と
同
様
の
考
え
方
を
と
る
も
の
で
あ

り
、
:
:
:
民
法
の
解
釈
上
、

X
ら
を
Z
ら
の

法
律
上
の
親
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
L

「
次
に
、

Z
ら
が
A
B
夫
妻
の
子
で
あ
る
か

ど
う
か
を
検
討
す
る
と
、

:
:
:
A
B
夫
妻
の

本
国
法
で
あ
る
ネ
バ
ダ
州
修
正
法
・
・
・
・
・
・
上
、

代
理
出
産
契
約
は
有
効
と
さ
れ
、
こ
れ
に
よ

れ
ば
、

Z
ら
が
A
B
夫
妻
の
子
で
あ
る
こ
と

が
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

:
:
:
Z
ら

は
、
こ
の
よ
う
な
各
国
の
法
制
度
の
狭
間
に

立
た
さ
れ
て
、
法
律
上
の
親
の
な
い
状
態
を

甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な

λ
九
」二

「
民
法
上
、
代
理
出
産
契
約
:
:
:
に

基
づ
き
親
子
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
は
な
い

と
し
て
も
、
:
:
:
外
国
の
裁
判
所
が
し
た
親

子
関
係
確
定
の
裁
判
に
つ
い
て
は
、
厳
格
な

要
件
を
踏
ま
え
た
上
で
あ
れ
ば
十
分
受
け
容

れ
る
余
地
は
あ
る
と
い
え
る
。
」
ま
た
、
本

件
の
具
体
的
な
事
実
に
基
づ
い
て
本
件
米
国

裁
判
を
承
認
す
る
こ
と
が
わ
が
国
の
公
序
良

俗
に
実
質
的
に
反
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る

と
、
寸
本
件
で
は
、

A
B
夫
妻
は

Z
ら
と
親

子
関
係
に
あ
る
こ
と
及
び
養
育
す
る
こ
と
を

望
ん
で
お
ら
ず
、

:
:
:
X
ら
は
、

Z
ら
を
出

生
直
後
か
ら
養
育
し
て
い
る
が
、
今
後
も
も

と
よ
り
実
子
と
し
て
養
育
す
る
こ
と
を
強
く

望
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
代
理
母
を
認

め
る
こ
と
が
Z
ら
の
福
祉
を
害
す
る
お
そ
れ

は
な
く
、
む
し
ろ
、

Z
ら
の
福
祉
に
と
っ
て

は
、
わ
が
国
に
お
い
て
X
ら
を
法
律
的
な
親

と
認
め
る
こ
と
を
優
先
す
べ
き
状
況
と
な
っ

て
お
り
、

X
ら
に
養
育
さ
れ
る
こ
と
が
も
っ

と
も
そ
の
福
祉
に
適
う
と
い
う
べ
き
で
あ

る。
L以

上
に
対
し
て
、

Y
が
許
可
抗
告
を
申
し

立
て
た
の
が
本
決
定
で
あ
る
。

《
判
旨
》

原
決
定
破
棄
、
抗
告
棄
却
。

一
「
実
親
子
関
係
は
、
:
:
:
単
に
私
人

間
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
公
益
に
深
く
か

か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
子
の
福
祉
に
も
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
:
:
:

そ
の
国
に
お
け
る
身
分
法
秩
序
の
根
幹
を
な

す
基
本
原
則
な
い
し
基
本
理
念
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
り
、
実
親
子
関
係
を
定
め
る
基
準

は
一
義
的
に
明
確
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
か
っ
、
実
親
子
関
係
の
存
否
は
そ
の
基

準
に
よ
っ
て
一
律
に
決
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
:
:
:
民
法
が
実
親

子
関
係
を
認
め
て
い
な
い
者
の
聞
に
そ
の
成

立
を
認
め
る
内
容
の
外
国
裁
判
所
の
裁
判

は
、
我
が
国
の
法
秩
序
の
基
本
原
則
な
い
し

基
本
理
念
と
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
民

訴
法
一
一
八
条
三
号
に
い
う
公
の
秩
序
に
反

す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

ニ
「
民
法
に
は
、
出
生
し
た
子
を
懐
胎
、

出
産
し
て
い
な
い
女
性
を
も
っ
て
そ
の
子
の

母
と
す
べ
き
趣
旨
を
う
か
が
わ
せ
る
規
定
は

見
当
た
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る

法
律
関
係
を
定
め
る
規
定
が
な
い
こ
と
は
、

同
法
制
定
当
時
そ
の
よ
う
な
事
態
が
想
定
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
前
記
の
と
お
り
実
親
子
関
係
が
:
:
:
一

義
的
に
明
確
な
基
準
に
よ
っ
て
一
律
に
決
せ

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る

と
、
現
行
民
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
出
生
し

た
子
を
懐
胎
し
出
産
し
た
女
性
を
そ
の
子
の

母
と
解
さ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
子
を
懐
胎
、

出
産
し
て
い
な
い
女
性
と
の
聞
に
は
、
そ
の

女
性
が
卵
子
を
提
供
し
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
母
子
関
係
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
」

三
「
も
っ
と
も
、
:
:
:
現
実
に
代
理
出

産
と
い
う
民
法
の
想
定
し
て
い
な
い
事
態
が

生
じ
て
お
り
、
今
後
も
そ
の
よ
う
な
事
態
が

引
き
続
き
生
じ
得
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
以

上
、
代
理
出
産
に
つ
い
て
は
法
制
度
と
し
て

ど
う
取
り
扱
う
か
が
改
め
て
検
討
さ
れ
る
べ

き
状
況
に
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、

医
学
的
な
観
点
か
ら
の
問
題
、
関
係
者
間
に

生
ず
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
問
題
、
生
ま
れ

て
く
る
子
の
福
祉
な
ど
の
諸
問
題
に
つ
き
、

遺
伝
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
子
を
持
ち
た
い

と
す
る
真
し
な
希
望
及
び
他
の
女
性
に
出
産

を
依
頼
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
社
会
一
般
の

倫
理
的
感
情
を
踏
ま
え
て
、
医
療
法
制
、
親
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子
法
制
の
両
面
に
わ
た
る
検
討
が
必
要
に
な

る
と
考
え
ら
れ
、
立
法
に
よ
る
速
や
か
な
対

応
が
強
く
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
L

以
上
の
法
廷
意
見
の
ほ
か
、
津
野
裁
判
官

と
古
田
裁
判
官
の
補
足
意
見
、
及
び
今
井
裁

判
官
の
補
足
意
見
が
あ
り
、
両
補
足
意
見
の

中
で
、

X
ら
と
Z
ら
と
の
間
に
特
別
養
子
縁

組
を
成
立
さ
せ
る
余
地
が
十
分
に
あ
る
こ
と

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

研

究
一
本
稿
冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
本

件
は
、
従
来
の
生
殖
技
術
の
下
で
は
あ
ま
り

議
論
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
母
子
関
係
の

認
定
に
つ
い
て
、
最
高
裁
と
し
て
の
現
行
民

法
の
解
釈
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
行

実
務
に
対
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
将
来
行
わ
れ

る
べ
き
立
法
に
対
し
て
も
、
大
き
な
影
響
を

与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
件
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
多
数
の
研
究
が
行
わ
れ
、
理

論
上
の
観
点
も
立
法
上
の
論
点
も
多
方
面
か

ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
以

下
で
は
、
各
審
級
で
共
通
し
て
い
る
考
え
方

の
前
提
や
、
判
旨
の
論
理
性
と
妥
当
性
に
か

か
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
こ

と
と
す
る
。

ニ
第
一
審
か
ら
最
高
裁
ま
で
一
貫
し
て

い
る
判
示
事
項
と
し
て
は
、
①
現
行
民
法
に

は
母
子
関
係
の
決
定
に
関
す
る
規
定
が
明
確

に
は
な
い
こ
と
、
②
し
か
し
な
が
ら
、
分
娩

を
以
て
母
子
関
係
と
定
め
る
こ
と
が
従
来
か

ら
の
解
釈
で
あ
り
、
人
工
生
殖
技
術
の
発
達

の
知
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
解
釈
は
現
在

も
支
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
の
二
点
で
あ

る
。
た
だ
、
各
裁
判
所
も
認
め
る
と
お
り
、

こ
の
解
釈
は
、
八
万
娩
者
と
卵
子
提
供
者
が
分

離
す
る
よ
う
な
人
工
生
殖
技
術
が
普
及
し
て

お
ら
ず
、
か
っ
、
血
縁
関
係
の
確
認
に
技
術

上
の
難
点
が
あ
っ
た
時
代
に
お
け
る
、
実
務

上
の
合
理
性
か
ら
妥
当
性
が
支
持
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
件
の
解
決
の

た
め
の
解
釈
と
し
て
は
、
こ
の
解
釈
の
妥
当

性
の
根
拠
と
し
て
、
従
来
か
ら
妥
当
性
が
認

め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
と
別
の
理
由

を
、
き
ら
に
示
す
必
要
が
あ
る
筈
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
各
審
級
と
も
、
こ
の
「
理

由
」
に
つ
い
て
、

X
ら
を
合
理
的
に
説
得
で

き
る
だ
け
の
も
の
を
示
し
て
い
る
と
は
考
え

難
い
。
す
な
わ
ち
、
母
子
関
係
を
客
観
的
か

っ
一
義
的
に
定
め
る
べ
き
で
あ
る
(
最
高

裁
)
、
と
い
う
制
度
目
的
と
の
関
係
で
は
、

遺
伝
的
連
続
性
で
あ
る
と
分
娩
の
事
実
で
あ

る
と
を
問
わ
ず
、
親
子
関
係
は
い
ず
れ
に
せ

よ
「
客
観
的
か
つ
一
義
的
」
に
決
ま
る
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
の
手
段
が
優
れ
て
い

る
と
は
現
行
技
術
の
下
で
は
断
定
で
き
な

い
。
ま
た
、
妊
娠
中
に
母
性
が
育
つ
(
第
一

審
〉
、
と
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う

に
信
ず
る
者
が
多
く
、
か
っ
、
妊
婦
に
対
し

て
か
か
る
意
識
を
持
つ
こ
と
が
周
囲
か
ら
求

め
ら
れ
る
こ
と
が
社
会
的
傾
向
で
あ
る
こ
と

が
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
で
い
う

「
母
性
」
な
る
も
の
の
実
態
は
必
ず
し
も
明

ら
か
で
な
い
う
え
、
今
後
の
技
術
の
進
歩
次

第
で
は
、
妊
娠
と
分
娩
と
が
全
く
別
の
者
に

分
離
し
て
い
く
可
能
性
す
ら
あ
る
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
遺
伝
的
形
質
の
連
続
と
比
べ
て
、

分
娩
の
事
実
が
親
子
関
係
確
定
の
基
準
と
し

て
特
に
優
れ
た
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。

三
ま
た
、
第
二
審
と
最
高
裁
と
で
結
論

が
分
か
れ
る
原
因
と
な
っ
た
本
件
米
国
裁
判

の
承
認
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
も
、
両
裁

判
所
の
理
由
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
と

は
言
い
難
い
。

す
な
わ
ち
、
第
二
審
は
、
本
件
米
国
裁
判

を
承
認
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、

Z
の
親
が
誰

で
あ
る
か
に
つ
い
て
日
米
で
ね
じ
れ
現
象
が

起
き
る
こ
と
が

Z
ら
の
福
祉
に
反
す
る
た

め
、
本
件
に
関
し
て
本
件
米
国
裁
判
を
承
認

す
る
こ
と
は
実
質
的
に
公
序
に
反
し
な
い
、

と
判
示
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

Z
の
親
の

地
位
に
つ
い
て
日
米
間
で
ね
じ
れ
現
象
が
生

ず
る
の
は
、
日
本
と
米
国
と
で
代
理
出
産
契

約
の
有
効
性
に
関
す
る
解
釈
が
異
な
る
た
め

で
あ
る
か
ら
、
米
国
で
の
結
論
に
合
わ
せ
て

日
本
法
の
解
釈
を
修
正
す
る
こ
と
が
公
序
に

反
し
な
い
、
と
結
論
付
け
る
こ
と
は
、
理
論

的
に
は
や
や
難
し
い
。
第
二
審
判
旨
を
善
解

す
れ
ば
、
日
本
法
上
、
親
と
解
釈
さ
れ
る
米

国
在
住
の
A
B
夫
婦
に
対
し
て
、
日
本
法
上

の
親
で
あ
る
こ
と
の
義
務
や
責
任
を
負
わ
せ

る
こ
と
は
事
実
上
困
難
で
あ
る
か
ら
、
現
に

日
本
に
お
い
て
Z
ら
を
養
育
し
て
い
る
X
ら

を
親
で
あ
る
と
認
定
す
る
本
件
米
国
裁
判
の

結
論
が
、

Z
ら
の
福
祉
に
適
う
、
と
い
う
こ

と
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
解
釈
を
支
持
す

る
た
め
に
は
、
親
子
関
係
の
本
質
を
、
現
実

の
生
活
関
係
に
お
い
て
同
居
養
育
し
て
い
る

こ
と
、
と
考
え
る
必
要
が
前
提
と
し
て
あ

り
、
八
刀
娩
の
事
実
に
よ
っ
て
母
子
関
係
を
認

定
す
る
と
の
解
釈
を
日
本
法
で
採
用
す
る
以

上
、
母
と
認
定
さ
れ
た
者
が
そ
の
後
に
お
い

て
子
の
養
育
に
関
す
る
義
務
と
責
任
を
全
う

す
る
か
否
か
は
、
理
論
的
に
は
別
次
元
の
問

題
と
い
う
は
か
な
い
。

一
方
、
最
高
裁
の
判
示
は
、
要
す
る
に
日

本
法
の
結
論
と
異
な
る
外
国
法
の
解
釈
は
全

て
公
序
違
反
と
言
っ
て
い
る
に
等
し
く
、
国

際
的
な
法
の
調
和
と
い
う
観
点
か
ら
す
る

と
、
か
な
り
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
最
高
裁
判
旨
は
、
親
子
関
係
の
画
一
的

な
決
定
の
必
要
性
を
制
度
目
的
と
し
て
強
調

す
る
が
、
そ
れ
が
圏
内
法
に
お
け
る
制
度
的

一
貫
性
と
い
う
観
点
の
み
な
ら
ず
、
現
実
の

生
活
に
お
け
る
第
三
者
を
含
め
た
法
律
関
係

の
事
実
的
安
定
と
い
う
趣
旨
を
も
含
む
も
の

と
す
れ
ば
、
外
国
法
に
お
け
る
結
論
を
日
本

法
の
結
論
と
異
な
る
と
い
う
理
由
で
無
視
す

る
こ
と
は
、
第
二
審
の
指
摘
す
る
と
お
り
、

か
え
っ
て
当
事
者
の
利
益
を
損
な
う
可
能
性

が
高
い
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
実

法律時報82巻 2号-118



質
審
査
権
を
有
し
な
い
戸
籍
実
務
に
と
っ

て
、
個
々
的
な
解
釈
の
余
地
を
容
れ
な
い
画

一
的
な
判
断
基
準
が
あ
れ
ば
、
実
務
の
効
率

化
に
つ
な
が
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

そ
の
手
段
と
し
て
日
本
法
以
外
の
法
は
一
切

参
照
し
な
い
と
す
る
こ
と
が
、
理
論
的
に
唯

一
の
解
決
方
法
で
あ
る
か
は
、
な
お
検
討
が

必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
本
件

に
お
け
る
両
裁
判
所
の
解
釈
は
、
親
子
関
係

の
本
質
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
議
論
を

し
な
い
ま
ま
、
制
度
的
一
貫
性
と
現
実
的
妥

当
性
と
を
同
時
に
解
決
す
る
手
段
を
強
引
に

模
索
し
て
い
る
た
め
、
理
論
的
に
は
や
や
問

題
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

四
も
っ
と
も
、
以
上
で
指
摘
し
て
き
た

本
件
に
お
け
る
理
由
の
不
十
分
さ
に
つ
い
て

は
、
裁
判
所
の
み
に
責
任
が
あ
る
わ
け
で
な

く
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
理
論
的
検
討
を
十

分
に
行
っ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
、
学
界
実

務
界
の
双
方
を
含
め
た
法
律
学
全
体
の
問
題

と
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ

て
、
本
件
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
こ
の
問
題

が
立
法
に
よ
り
早
急
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
判
示
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
、
現
行
法

の
解
釈
を
も
含
め
て
、
親
子
関
係
の
本
質
的

要
素
が
何
で
あ
る
か
を
理
論
的
に
突
き
詰
め

る
作
業
が
、
「
法
律
学
」
と
し
て
喫
緊
の
課

題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

1

)

こ
こ
で
い
う
「
出
生
証
明
書
」
は
、
州
に

よ
っ
て
多
少
制
度
の
詳
細
が
異
な
る
が
、
対
象
と

な
る
子
が
出
生
し
た
事
実
関
係
の
み
な
ら
ず
、
子

の
父
母
に
つ
い
て
の
氏
名
、
出
身
地
、
住
所
等
を

証
明
す
る
ほ
か
、
父
母
に
つ
い
て
自
や
髪
の
色
等

の
身
体
的
特
徴
を
も
デ
ー
タ
と
し
て
包
含
す
る
も

の
で
あ
り
、
子
本
人
の
情
報
の
ほ
か
親
子
関
係
に

つ
い
て
の
証
明
と
し
て
も
機
能
す
る
点
に
お
い

て
、
日
本
の
戸
籍
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
機
能
を
備
え

て
い
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

(
2
)

第
二
審
に
関
す
る
評
釈
と
し
て
、
早
川
虞

一
郎
・
判
タ
一
二
二
五
号
五
八
頁
、
床
谷
文
雄
・

ジ
ュ
リ
一
三
五
九
号
五

O
頁
、
岡
野
祐
子
・
ジ
ユ

リ
臨
増
一
一
二
三
二
号
一
ニ

O
四
頁
(
平
成
一
八
年
度

重
判
)
、
長
谷
川
俊
明
・
国
際
商
事
法
務
三
五
巻

五
号
六

O
六
頁
、
村
重
慶
一
・
戸
籍
時
報
六
二

号
五
三
頁
、
原
田
い
づ
み
・
東
北
法
学
(
東
北
大

学
)
二
九
号
二
一
頁
、
岩
志
和
一
郎
・
年
報
医
事

法
学
二
二
号
ニ

O
七
頁
、
《
座
談
会
》
石
井
美
智

子
H
佐
藤
や
よ
ひ
H
柘
植
あ
づ
み
ほ
か
・
法
時
七

九
巻
一
一
号
四
頁
、
長
田
真
里
・
法
時
七
九
巻
一

一
号
四
五
頁
、
荒
津
史
佳
・
西
南
学
院
大
学
大
学

院
法
学
研
究
論
集
一
一
六
号
三
五
頁
が
あ
る
。

(
3
)

な
お
、

X
自
身
の
手
に
な
る
ブ
ロ
グ
に
よ

れ
ば
、
ニ

O
O
八
年
三
月
に
、

X
ら
と
Z
ら
と
の

間
で
特
別
養
子
縁
組
が
成
立
し
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。
向
井
亜
紀
「
や
っ
と
、
や
っ
と
言
え
ま

す
1
1
1
1
1
」
(
向
井

E
紀
ブ
ロ
グ
、
二

O
O

九
年
四
月
二
二
日
付
、

ze…
¥
¥
者
巧
巧

-gzwm包島
F

g
B
¥島
室
。
肉
¥
守
H
N

。。。
h
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H
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A
E
H
N
N〉

(

4

)

水
野
紀
子
・
曹
時
六
一
巻
五
号
一
頁
、
林

貴
美
・
判
タ
臨
増
一
二
五
六
号
三
八
貰
、
村
重
慶

一
・
判
タ
別
冊
二
二
号
一
四
二
頁
(
平
成
一
九
年

主
要
判
例
解
説
)
、
井
上
典
之
・
ジ
ユ
リ
一
三
七

九
号
五
四
頁
、
床
谷
文
雄
・
ジ
ュ
リ
一
三
五
九
号

五
O
頁
、
土
谷
裕
子
・
ジ
ュ
リ
一
三
四
一
号
一
六

五
頁
、
中
野
俊
一
郎
・
ジ
ュ
リ
臨
増
一
三
五
四
号

三
三
二
頁
(
平
成
一
九
年
度
重
判
)
、
窪
田
充
見

・
ジ
ュ
リ
臨
増
二
二
五
四
号
九
五
頁
(
平
成
一
九

年
度
重
判
)
、
棚
村
政
行
・
判
評
五
九
三
号
二
八

頁
、
早
川
異
一
郎
・
ジ
ュ
リ
別
冊
一
九
三
号
六
四

頁
(
家
族
法
判
例
百
選
第
七
版
)
、
石
井
克
典
・

訟
月
五
四
巻
三
号
六
四
二
頁
、
早
川
県
一
郎
・
法

律
の
ひ
ろ
ば
六
一
巻
三
号
五
八
頁
、
本
山
敦
・
法

の
支
配
一
四
七
号
一

O
O頁
、
松
川
正
毅
・
法
教

三
五
一
号
一
八
頁
、
中
村
恵
・
年
報
医
事
法
学
二

四
号
二
二
六
頁
、
金
子
洋
一
・
明
治
学
院
大
学
法

科
大
学
院
ロ
|
レ
ビ
ュ
ー
九
号
一
四
九
頁
、
平
手

里
奈
?
行
政
関
係
判
例
解
説
平
成
一
九
年
一
五
八

頁
、
北
村
賢
哲
・
法
学
論
集
(
千
葉
大
学
)
一
一
三

巻
二
号
一
七
三
頁
、
高
山
奈
美
枝
・
明
治
学
院
大

学
法
律
科
学
研
究
所
年
報
二
四
号
一
七
五
頁
、
岡

田
幸
宏
・
法
セ
増
刊
(
速
報
判
例
解
説
)
二
号
一

四
九
頁
、
西
希
代
子
・
法
教
三
三

O
号
二
二
頁
、

門
広
乃
里
子
・
法
セ
増
刊
(
速
報
判
例
解
説
)
一

号
一
三
五
頁
、
畏
田
真
里
・
法
時
七
九
巻
一
一
号

四
五
頁
、
《
座
談
会
》
石
井
美
智
子
日
佐
藤
や
よ

ひ
リ
柘
植
あ
づ
み
ほ
か
・
法
時
七
九
巻
一
一
号
四

頁
、
石
井
美
智
子
・
法
時
七
九
巻
一
一
号
五
一

頁
、
水
野
紀
子
・
法
時
七
九
巻
一
一
号
三
一
頁
、

村
重
慶
一
・
戸
籍
時
報
六
二
ハ
号
六
二
頁
、
伊
東

健
次
・
自
治
体
法
務
研
究
一

O
号
二
一
八
頁
、
笹

沼
忠
志
・
法
セ
ミ
六
三
二
号
七
六
頁
、
三
枝
健
治

・
法
セ
ミ
六
三
二
号
四
頁
、
土
谷
裕
子

-ud司

hwunygz明
三
六
号
九
五
頁
、
佐
藤
文
彦

・
一
戸
籍
時
報
六
一
四
号
五
一
頁
、
樋
口
範
雄
・
法

教
三
二
二
号
一
三
二
頁
、
伊
藤
滋
夫
・
法
セ
ミ
六

三
九
号
四

O
頁
、
若
林
昌
子
・
リ
マ
ー
ク
ス
三
七

号
八

O
頁
、
良
永
和
隆
・
ハ
イ
ロ

l
ヤ
!
二
七
一

号
八
四
頁
、
窪
田
充
見
・
法
教
三
四
一
号
三
三

頁
、
荒
津
史
佳
・
西
南
学
院
大
学
大
学
院
法
学
研

究
論
集
二
六
号
三
五
頁
、
熊
谷
久
世
H
鎌
田
晋
・

沖
縄
法
学
(
沖
縄
国
際
大
学
)
三
八
号
四
九
頁
。

(
5
〉
も
っ
と
も
、
現
在
は
、
複
数
人
の
遺
伝
子

を
分
離
融
合
し
て
別
の
遺
伝
子
を
合
成
す
る
理
論

も
進
歩
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
遺
伝
的
連

続
性
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
議
論
の
余
地
が
出
て
く

る
可
能
性
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

(
6
)

「
父
性
」
の
形
成
と
対
比
さ
せ
て
み
れ
ば

明
ら
か
な
と
お
り
、
「
親
」
と
し
て
の
人
格
的
性

質
が
形
成
さ
れ
る
原
因
が
妊
娠
の
み
に
あ
る
と
は

や
や
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
出
生
後
に
お
け
る
子

の
養
育
の
過
程
で
形
成
さ
れ
る
部
分
が
大
き
い
も

の
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
「
親
」
と
し
て
共
通
す
る

性
質
の
ほ
か
、
「
母
L

と
「
父
L

と
で
異
な
り
う

る
性
質
を
ど
こ
ま
で
強
調
す
べ
き
か
に
つ
い
て

は
、
か
つ
て
の
日
本
社
会
に
お
け
る
特
に
支
配
階

層
に
お
い
て
、
父
方
の
血
統
の
み
が
重
視
さ
れ
、

母
に
つ
い
て
は
子
(
特
に
男
子
)
を
分
娩
す
る
こ

と
が
社
会
的
に
強
く
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
の

関
係
か
ら
、
慎
重
に
議
論
を
す
る
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

(
7
)

妊
婦
が
事
故
等
に
よ
り
急
死
し
た
場
合

ゃ
、
分
娩
時
に
お
け
る
リ
ス
ク
回
避
の
た
め
に
分

娩
時
の
み
他
の
者
や
機
械
に
胎
児
を
移
植
す
る
等

の
有
用
性
は
、
理
論
的
に
は
否
定
で
き
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
帝
王
切
開
技
術
は
正
に
分

娩
リ
ス
ク
回
避
の
た
め
の
技
術
で
あ
る
が
、
こ
の

場
合
も
「
分
娩
」
の
一
種
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

(
ほ
し
の
・
ゆ
た
か
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学
准
教
授
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